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議会中の開会前や休憩中に議員
が一時控えている部屋。議会活
動のための調査や資料調べもこ
の部屋で行っています。

本会議において議員の中から選
挙で選ばれる正副議長には地方
自治法に基づき、さまざまな権限
が与えられています。

植栽スペース。
ガラスの円柱吹き抜けには
季節の花が咲きます。
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議員控室

応接室

正副議長室

議会事務局

第３委員会室
資料室

全員協議会室はその名のとおり、議員全員で構
成される「全員協議会」を行う部屋です。
全員協議会は、議員全員で協議すべきことが発
生した場合、議長の招集により開催されます。

ここが本会議を行う場所「議場」です。
年４回（３月・６月・９月・12月）の定例会と、
必要に応じて開催される臨時会の審議を行います。
本会議は、だれでも自由に傍聴できます 注＊ 。
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全員協議会室

第１委員会室

第２委員会室

議　場

傍聴手続は、４階の傍聴席入口で住所・氏名・年齢を傍聴人受付簿に記入するだけです。
なお、議会での発言に対し賛否を表明したり、議事進行の妨害となるようなことは禁じられています。
詳しくは傍聴受付に置いてある資料でご確認ください。

注＊

傍聴席は一般席
と報道関係者席
に区分され、一
般席は車いす専
用５席を含めて
定員51人です。

議決事項すべてを本会議で審議すると時間もか
かり、効率的でないため、少人数の議員で構成
する「委員会」を設け、分担して詳しく審査し
ています。
寄居町議会では、議会運営委員会、２つの常任
委員会、三ヶ山地域開発調査特別委員会が設
置されています。
これら委員会の
協議等に使うの
が「委員会室」。
広さの異なる３つ
の部屋があり、審
査内容や委員会
への出席者数な
どにより選択して
います。
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ここで議会だよ
りの原稿を書く
こともあります

議場見学を希望する
方は、議会事務局へ
お越しくださいね！

外光が差し込み、
明るく開放感ある
スペースです

請願も慎重に審査
しています

だれでも傍聴でき
ます。傍聴席へは
 ４階からどうぞ♪

寄居町議会の
議員は
１６人です

審査審審査

で
へは
♪

でき
は
♪

ここは議会事務局。
事務局長ほか３名の職員が、
議会の庶務的な事務や議長や
議員の仕事を補佐します。 お

役場３階でエレベーターを降りると、ガラス窓に囲まれた植栽スペースがあり、

「寄居町議会」と書かれた出入口が見えます。 ここが、議場や議長室などがあ

る「議会棟」です。今回は、この議会棟のそれぞれの部屋を通して、議会の

役割や会議の様子をご紹介します。

こんなところですこんなところです

役場３階

議員一同、
よりよい町にするため
頑張っています


